
平成26年10月10日（毎月10日発行）

本自動車会議所は9月29日、埼玉県警察本部

高速道路交通警察隊、警視庁、東日本高速道

路株式会社（NEXCO東日本）、首都高速道路株式会

社などとともに、東北自動車道下り線羽生パーキン

グエリア（PA）で後席シートベルトの着用を呼び

かける街頭キャンペーンを行った。「秋の全国交通

安全運動」の実施期間にあわせ、2008年から毎年、

羽生PAで着用推進の訴求活動を展開しており、各

参画団体のスタッフがPAを訪れたドライバーや家

族連れ、観光バスの乗客ら約500人に、啓発チラシ

やグッズを配布して後席シートベルトの着用や安全

運転の大切さを訴えた。

今回はピーポくんなど着ぐるみ4体をはじめ、警

視庁の白バイ隊も参加。5台もの白バイが横一列に

並ぶ光景にドライバーらがカメラのシャッターを切

っていた。このほか、警視庁のパレード用のオープ

ンカーや電光掲示板を搭載したサインカー、パトカ

ー、NEXCO東日本のパトロールカーなども展示さ

れ、大勢の家族連れが記念撮影や試乗をするなどし

てイベントを楽しんだ。当会議所も「クイックアー

ム」による俊敏性測定コナーを設け、子どもから大

人まで多くの人たちが体験した。
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■第１回税制委員会開催
■第１回交通安全委員会開催
■第11回日本自動車会館交通安全キャンペーン開催
■平成26年度国内施設視察会

■第207回会員研修会開催
■９都県市でエコドライブ講習会の参加者募集［東京都］
■「自動車なんでも無料相談」開催［富山県］
■『自動車年鑑』2014～2015年版を発売
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◇◇主な内容◇◇

東北自動車道羽生東北自動車道羽生PAPAで街頭で街頭キャンペンペーンーン東北自動車道羽生東北自動車道羽生PAPAで街頭で街頭キャンペンペーンーン東北自動車道羽生東北自動車道羽生PAPAで街頭で街頭キャンペンペーンーン

後席シートベルトの着用を呼びかけ後席シートベルトの着用を呼びかけ後席シートベルトの着用を呼びかけ

埼玉県警、警視庁、埼玉県警、警視庁、NEXCONEXCO東日本、当会議所などで実施東日本、当会議所などで実施埼玉県警、警視庁、NEXCO東日本、当会議所などで実施
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本自動車会議所は9月26日、東京・港区の日

本自動車会館「くるまプラザ」会議室で、平

成26年度第1回税制委員会（委員長＝古谷俊男自販

連法規・税制委員長、東京トヨペット社長）を開催

し、「平成27年度税制改正に関する要望書（案）」（事

務局案）について審議した。事務局案は、9月11日

に開催した第1回税制部会での委員団体等の要望や

意見を踏まえて取りまとめたもので、審議の結果、

原案通りに承認された。要望書では、①複雑で過重

な自動車関係諸税の簡素化・負担軽減、②自動車取

得税廃止に伴う財源確保のための自動車関係諸税

（車体・燃料課税）の増税反対、③福祉車両の仕入れ

に係る消費税の取り扱いに関する見直し、④営業用

自動車の特例措置の維持、⑤中古車に対する消費税

の特別措置に関する要望、⑥経済の活性化、国内に

おける投資や雇用の維持・拡大に向けた税制措置

（法人実効税率の引き下げ、中小企業法人税率の引

き下げなど）――を重点要望事項として取り上げた。

審議に先立って、神谷昭男前委員長に代わり、２

月に新委員長に就任した古谷委員長が挨拶。古谷委

員長は、来年10月に消費税率が10％に引き上げられ

る予定であることに触れ、「自動車関係諸税の抜本

的な見直しがないまま消費税率が引き上げられるよ

うなことになれば、国内自動車販売に致命的な打撃

をもたらし、中古車やサービスにも大きな影響が及

んできます。国内生産のみならず、自動車関連業界

全般に大きな打撃となることが十分予想されます。

さらに、最悪の場合は雇用の維持さえもが難しくな

ってきます」との認識を示し、自動車関係諸税の抜

本的な見直しの必要性を強く訴えた。

また、古谷委員長は、「全国7,500万台の自動車ユ

ーザー、特にクルマを生活の足として使っておられ

る地方の生活者の方々に極めて重い負担を強いるこ

とにもなり、国民生活への影響も計り知れません」

として、「安倍政権の掲げる最重要政策であります

デフレ経済からの脱却や地方創生の実現には、自動

車関係諸税の簡素化・負担軽減が必要不可欠です」

との考えも示し、委員会での積極的な議論を呼び掛

けて議事に入った。

税制委員会を経て取りまとめられた要望書では、

これまで一貫して政府・与党に強く要望してきた

「複雑で過重な自動車関係諸税の簡素化・負担軽減」

を最重点要望として筆頭要望事項に掲げた。そして、

「車体課税の抜本的な見直し」と「燃料課税の抜本

的な見直し」を二本柱とし、車体課税については①

自動車取得税、②自動車重量税、③自動車税、④軽

自動車税の４税について、それぞれ具体的に要望し

ている。

まず、自動車取得税については、「平成26年度税

制改正大綱」の決定どおり、「平成27年10月に予定

されている消費税率10％への引き上げ時に確実に廃

止すべき」と強く要望。また、消費税率引き上げに

よる市場への影響の緩和や、環境性能に優れた自動

車の普及・促進のため、「自動車取得税が廃止され

日

平成平成２７年度税制改正要望書案を審議年度税制改正要望書案を審議平成２７年度税制改正要望書案を審議

第第1回第1回税制委員会開催税制委員会開催税制委員会開催
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るまでエコカー減税を延長すべき」とした。

自動車重量税については、道路特定財源の一般財

源化により課税根拠を喪失しているうえ、保有時に

重量税と自動車税・軽自動車税が二重に課せられて

いることから、「不合理・不公平な自動車重量税は

将来的に廃止されるべき」であるとし、特に「『当

分の間税率』（旧暫定税率）については速やかに廃

止すべき」と要望した。また、保有時の税負担軽減

の観点から、「エコカー減税（重量税）の拡充・延

長」も求めた。

自動車税については、「廃止される自動車取得税

の付け替えとなる環境性能課税には反対」と強く訴

えた。というのも、消費税率10％への引き上げ時に

導入するとされている環境性能課税について、「平

成26年度税制改正大綱」では、「自動車税の取得時

の課税として実施する」、「課税標準は取得価格を基

本」、「税率は０～３％の間で変動する仕組みとする」

などとしており、このままの導入では取得税の付け

替えとなり、取得税廃止の決定を無意味にするもの

となるからだ。また、「国際的にみて適正な水準で

ある現行の軽自動車の負担をベースとする税体系に

見直す」よう要望したほか、環境性能に優れた自動

車の普及・促進に貢献してきたグリーン化特例の実

績を踏まえ、「より一層の軽減措置」（拡充）を求め

た。

軽自動車税については、車齢13年超の軽四輪車等

に対する重課（平成28年度から適用）が決定してお

り、あわせて導入されることになっている軽課につ

いて、「重課に見合う減税規模とすること」と要望。

また、増税が決定している二輪車の軽自動車税につ

いても、既販車まで増税対象とすることは数多くの

ユーザーに過重な税負担を強いることになるため、

「平成27年度以降に新規取得する新車のみを対象と

すべき」とした。

燃料課税については、昨年も強く要望している

「ガソリン税、軽油引取税に上乗せされたままの

『当分の間税率』（旧暫定税率）の速やかな廃止」と

「ガソリン税のTax on Taxの速やかな解消」を強く

訴えた。「当分の間税率」は道路特定財源の一般財

源化により課税根拠を喪失しており、またガソリン

税に消費税が掛けられている「Tax on Tax」は、

税に税が課せられるという極めて不合理な仕組みで

あり、それぞれ速やかに廃止・解消すべきとした。

次に重点要望事項として取り上げたのは、「自動

車取得税廃止に伴う財源確保のための自動車関係諸

税（車体・燃料課税）の増税反対」。自動車関係諸税

が、財源確保の標的にされやすいことから、増税や

安易な新税創設等には「断固反対」との立場を明確

にした。

続いて、消費税率引き上げによる影響が大きい

「福祉車両の仕入れに係る消費税の取り扱いに関す

る見直し」を要望。福祉装備を装着した福祉車両の

仕入れ段階で負担する消費税について、仕入税額控

除ができず、またユーザーへの転嫁も難しいことか

ら、ベース車両メーカーや販売店などに大きな負担

が生じている。さらに、福祉装備が装着された時点

で非課税扱いとなる福祉車両の特性を利用した、健

常者による不正購入問題も指摘されている。このた

め、「非課税範囲の適正化とともにユーザーへの支

援措置を講じるなど所要の見直しを図るべき」と求

めた。

次に取り上げたのは、「営業用自動車の特例措置

の維持」。昨年、総務省の「自動車関係諸税のあり方

に関する検討会」が、営業用自動車の自動車税の特

例措置（軽減措置）を見直す検討を始めたが、トラッ

クやバス、タクシーなどの運送・輸送事業者は非常

に厳しい経営環境の中、わが国の経済活動を支える

物流や公共輸送の一翼を担っていることから、「営

業用自動車の特例措置は維持すべき」と要望した。

続く「中古車に対する消費税の特別措置に関する

要望」は、昨年も重点要望事項として取り上げてお

り、「消費税率の引き上げに伴い複数税率が導入さ

れ、その結果、インボイスが義務付けられた場合で

も、消費者から仕入れた中古車については仕入税額

控除を可能とすべき」と要望した。この特別措置が

ない場合、インボイスを発行できない消費者から仕

入れた中古車については仕入税額控除ができなくな

るが、中古車を購入する消費者に消費税を全額転嫁

すれば中古車価格は高騰し、個人間取引が増加する

ことが懸念されている。その結果、中古車販売店へ

の経済的打撃や中古車市場の崩壊の恐れだけでな

く、整備不良の中古車が大量に出回る懸念なども指

摘されているため、仕入税額控除を可能とするよう

引き続き求めた。

最後に、日本企業は経済のグローバル化や新興国

の台頭により、「熾烈な国際競争にさらされている」



平成26年10月10日（第861号） 自動車会議所ニュース

― ４ ―

として、「経済の活性化、国内における投資や雇用

の維持・拡大に向けた税制措置」を要望。具体的に

は、①法人実効税率の引き下げ、②研究開発税制の

拡充、③償却資産課税の抜本的見直し、④中小企業

法人税率の引き下げ、⑤税法上の中小企業定義の見

直し――という５つの要望事項を掲げ、「国内市場

活性化と国際競争力を強化し、それに伴う国内生産

と雇用を維持するための、政府による積極的な支援

策」を要望した。

◇「平成27年度 税制改正に関する要望書」の内容

は次のとおり。

＝要望書全文はホームページに掲載＝

ため、自動車取得税が廃止されるまでエコカー減税

を延長すべきです。

盪　自動車重量税
①将来的な廃止を目指し、まずは「当分の間税率」
（旧暫定税率）の速やかな廃止
自動車重量税は、道路特定財源として道路整備の

ために自動車ユーザーが特別に負担してきたもので

すが、平成21年度に一般財源化されたことにより、

課税根拠を喪失しています。また、保有時に自動車

重量税と自動車税・軽自動車税が二重に課せられて

おり、不合理・不公平な自動車重量税は将来的に廃

止されるべきであり、「当分の間税率」（旧暫定税率）

については速やかに廃止すべきです。

②保有時の税負担軽減の観点から、エコカー減税
（自動車重量税）の拡充・延長
自動車ユーザーの税負担を軽減するとともに、環

境性能に優れた自動車の普及・促進のため、自動車

重量税のエコカー減税を拡充・延長すべきです。

蘯　自動車税
①廃止される自動車取得税の付け替えとなる環境性
能課税には反対
消費税率10％への引き上げ時に導入するとされて

いる環境性能課税について、「平成26年度税制改正

大綱」では「自動車税の取得時の課税として実施す

ること」としており、「課税標準は取得価格を基本」

とし、「税率は０～３％の間で変動する仕組みとす

る」としています。このままの導入では自動車取得

税の付け替えとなり、自動車取得税廃止の決定を無

意味にするものです。廃止される自動車取得税の付

け替えとなる環境性能課税には反対です。

②国際的に適正である軽自動車税の水準に見直し
諸外国に比べて極めて重い自動車税は、国際的に

みて適正な水準である現行の軽自動車の負担をベー

スとする税体系に見直すべきです。

③グリーン化特例の拡充
環境性能に優れた自動車の普及・促進に貢献して

きたグリーン化特例の実績を踏まえ、より一層の軽

減措置を実施すべきです。

盻　軽自動車税
①軽自動車への重課（平成28年度から適用）とあわ
せて導入される軽課については、重課に見合う減
税規模とすること
車齢13年超の軽四輪車等に対する重課（平成28年

度から適用）が決定しましたが、「平成26年度税制

改正大綱」に記された軽自動車税の導入に当たって

１．複雑で過重な自動車関係諸税の簡素化・負担軽

減

≪自動車ユーザーの負担する自動車関係諸税は９種

類・９兆円に及び、特に取得・保有段階に課せられ

る車体課税は、欧米諸国の約２～36倍と国際的にみ

ても極めて重いものとなっています。自動車は「生

活必需品」であり、都市部・地方を問わず生活に欠

かせない存在です。にもかかわらず、ほかの物品に

比べて過重な税が課せられ、また複数保有が常態化

している地方においては極めて過重な負担となって

います。さらに、自動車関係諸税には、道路特定財

源の一般財源化により課税根拠を喪失している税、

二重課税や Tax on Tax など不合理・不公正な税体

系となっているものもあります。このため、簡素で

公正な税体系に見直すとともに、7,500万自動車ユー

ザーの負担軽減を図るべきであり、車体課税と燃料

課税の抜本的な見直しを強く要望します≫

【車体課税の抜本的な見直し】
盧　自動車取得税
①消費税率10％への引き上げ時に確実に廃止
「平成26年度税制改正大綱」の決定どおり、平成

27年10月に予定されている消費税率10％への引き上

げ時に確実に廃止すべきです。

②自動車取得税廃止まで、エコカー減税(自動車取
得税)を延長
消費税率引き上げによる市場への影響を緩和する

とともに、環境性能に優れた自動車の普及・促進の
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は、重課に見合う減税規模とすべきです。

②二輪車の軽自動車税は、増税対象を平成27年度以
降に新規取得する新車のみとすること
二輪車の軽自動車税については、既販車まで増税

対象とすることは数多くのユーザーに過重な税負担

を強いることとなるため、平成27年度以降に新規取

得する新車のみを対象とすべきです。

【燃料課税の抜本的な見直し】
眈　ガソリン税、軽油引取税に上乗せされたままの
「当分の間税率」（旧暫定税率）の速やかな廃止
道路整備に必要な財源不足を補うため、ガソリン

税、軽油引取税には本来の税率を上回る税率（暫定

税率）が課せられてきました。しかし、道路特定財

源の一般財源化により課税根拠を喪失した旧暫定税

率が、「当分の間税率」と名前を変えて存続し、自

動車ユーザーだけが過重な負担を強いられていま

す。ガソリン税、軽油引取税に上乗せされている、

不合理な「当分の間税率」（旧暫定税率）は速やか

に廃止すべきです。

眇　ガソリン税の Tax on Tax の速やかな解消
ガソリン税に消費税が掛けられている Tax on

Tax は、税に税が課せられるという極めて不合理な

仕組みであり、ガソリン税の Tax on Tax は速やか

に解消すべきです。

２．自動車取得税廃止に伴う財源確保のための自動

車関係諸税（車体・燃料課税）の増税反対

≪自動車取得税の廃止による代替財源の確保や、地

方の安定的な財源確保などを理由とした自動車関係

諸税（車体・燃料課税）の増税および安易な新税等

の創設には、断固反対します≫

自動車取得税の廃止による代替財源を確保するた

め、ほかの自動車関係諸税（車体・燃料課税）を増

税することは、自動車取得税廃止の決定を無意味に

するものであり、絶対反対です。また、地方の安定

的な財源確保などを理由に安易な新税等を創設する

ことは、自動車ユーザーだけに特定の負担を継続し

て強いることになり、「税負担の公平」の原則にも

著しく反することから断固反対します。

３．福祉車両の仕入れに係る消費税の取り扱いに関

する見直し

≪ユーザーや事業者への過大な負担を回避し、不公

正問題を解決するためにも、福祉車両に対しては、

非課税範囲の適正化とともにユーザーへの支援措置

を講じるなど所要の見直しを図るべきです≫

福祉車両は、社会政策的観点から、厚生労働省告

示により非課税取引となっており、預かり消費税は

ない一方で、福祉車両を製造・販売する事業者は、

そのベース車両を含む仕入れ段階に係る消費税負担

については、仕入税額控除ができず、事業者負担が

生じています。

今後、消費税率の引き上げに伴い事業者負担はさ

らに増大しますが、ベース車両である標準車も同時

に販売されている現状において、価格への転嫁は、

福祉車両ユーザー（身体障がい者、高齢者介護者）

の理解を得ることは極めて難しく、他方で価格転嫁

した場合は多大な負担増となります。

一方、課税対象であるベース車両に、福祉装備が

装着された時点で非課税扱いとなる福祉車両の特殊

性を利用し、健常者による不正購入を誘発する問題

も生じています。

ユーザーや事業者への多大な負担を回避し、不公

正問題を解決するためにも、福祉車両に対しては、

消費税法施行令で規定されている非課税範囲の適正

化とともに、ユーザーへの支援措置を講じるなど所

要の見直しを図るべきです。

４．営業用自動車の特例措置の維持

≪わが国の経済活動を支える物流や公共輸送の一

翼を担う、営業用自動車の特例措置は維持すべきで

す≫

原油価格の高騰により、ガソリンや軽油などの燃

料が高止まりしており、トラックやバス、タクシー

等の運送・輸送事業者は非常に厳しい経営環境にさ

らされています。事業存廃の危機に直面している事

業者も少なくない中、昨年、営業用自動車の自動車

税の特例措置（軽減措置）を見直すことが総務省よ

り提起されました。営業用自動車は、わが国の経済

活動を支える物流や公共輸送の一翼を担っており、

営業用自動車の特例措置は維持すべきです。

５．中古車に対する消費税の特別措置に関する要望

≪消費税率の引き上げに伴い複数税率が導入され、

その結果、インボイスが義務付けられた場合でも、

消費者から仕入れた中古車については仕入税額控除

を可能とすべきです≫

複数税率制度を導入する場合、「課税事業者には

新たに区分経理事務が発生する」として、与党税制

協議会は６月５日に公表した「消費税の軽減税率に

関する検討について」では、（A案）区分経理に対

応した請求書等保存方式、（B案）A案に売手の請求

書交付義務等を追加した方式、（C案）事業者番号及

び請求書番号を付さない税額別記請求書方式、（D
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案）EU 型インボイス方式――の４案が提示されま

した。

中古車の売主（一般消費者など）から仕入れた際

にクルマの価格の中に含まれている分の消費税は、

現行では中古車を販売したときに受け取った消費税

額から差し引き控除できる制度となっています。し

かし、インボイスが義務付けられた場合、インボイ

スを発行できない消費者から仕入れた中古車につい

ては、仕入税額控除ができなくなります。このため、

中古車販売業者に負担が掛からないよう、これまで

どおり仕入税額控除ができる（Ａ案）を採用してい

ただくよう要望するとともに、いずれの案におきま

しても仕入税額控除を可能とすべきです。

６．経済の活性化、国内における投資や雇用の維

持・拡大に向けた税制措置

≪日本経済は、安倍内閣が発足して以来、回復基調

に転じていますが、日本企業は経済のグローバル化

や新興国の台頭により、熾烈な国際競争にさらされ

ています。このため、国内市場活性化と国際競争力

を強化し、それに伴う国内生産と雇用を維持するた

めの、政府による積極的な支援策が不可欠との認識

から、以下の税制措置を要望します≫

盧　法人実効税率の引き下げ
日本の立地競争力を強化し、国内における生産・

開発拠点を維持するとともに、国内外の企業の投

資を促進するためにも、法人実効税率を早急に引

き下げるべきです。平成27年度に２％以上の引き

下げを実施し、実施3年を目途に20％台とし、将

来的にはOECD諸国の平均または競合するアジア

近隣諸国並みの25％へ引き下げる減税への道筋を

つけることを要望します。

盪　研究開発税制の拡充
日本企業が今後も世界経済をリードしていく存在

であり続けるため、国際競争力を支える「生命線」

である研究開発税制を拡充すべきです。

オープンイノベーション型の拡充を図る（恒久措

置）。

・控除率の大幅引上げ（５倍程度）及び控除上限の

別枠化（法人税額の10％）。

・対象研究費の範囲の拡大（中小・ベンチャー企業

等への技術ライセンス料等を対象化）。

総額型の控除上限の引上げ措置（法人税額30％）

の延長。

蘯　償却資産課税の抜本的見直し
工場の償却資産（設備等）に固定資産税が賦課さ

れる、国際的にも稀な償却資産課税は、投資に対

する収益性を低下させ、国内投資の阻害要因とな

っていることから、廃止を含め抜本的な見直しを

要望します。

盻　中小企業法人税率の引き下げ
裾野が広い日本の自動車産業においては、中小企

業が占める割合が圧倒的に多く、企業経営の安定

化と強化のため、法人税率のさらなる引き下げと、

法人税率15％の適用範囲（年間所得800万円以下）

の大幅な拡大を要望します。また、法人実効税率

の引き下げに伴う代替財源確保のため、中小企業

への負担が増大することのないよう要望します。

眈　税法上の中小企業定義の見直し
中小企業基本法での中小企業の定義「資本金３億

円以下」と同様に、法人税法においても資本金基

準を引き上げる措置の導入を要望します。

［関連する要望事項］

（Ⅰ）自動車関係諸税に係る税制措置

・先進安全自動車（ASV）に対する特例措置の拡

充・延長

・先進環境対応車に対する優遇措置の強化

・改造 LPG ハイブリッド自動車に対する特例措置

の創設

・官公庁等の公用車導入に係る、リース契約での自

動車税（軽自動車税）及び自動車取得税の非課税

措置

・指定自動車教習所が使用する教習車用車両のリー

ス契約での導入に係る自動車税の減免措置

・経年車に対する課税強化制度（自動車税及び自動

車重量税）の廃止

（Ⅱ）高齢化・福祉対応等に係る税制措置

・バリアフリー車両に対する特例措置の拡充・延長

・身体障害者の方のために専ら使用する自動車のリ

ース車に係る減免措置

（Ⅲ）消費税引き上げに係る税制措置

・消費税引き上げに伴うバス・タクシー等の公共交

通機関に対する軽減税率の適用

（Ⅳ）その他

・燃料電池自動車等低公害車の燃料供給設備に係る

軽減措置の延長

・「地球温暖化対策のための税（地球温暖化対策税）」

の使途拡大等には反対

・トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連

施設について、固定資産税の軽減措置の適用
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本自動車会議所は9月12日、東京・港区の日

本自動車会館「くるまプラザ」会議室で平成

26年度第1回交通安全委員会（委員長＝下平隆・日

本自動車整備振興会連合会専務理事）を開催し、警

察庁交通局交通企画課の下村謙二警視から「平成26

年上半期の交通事故状況」というテーマでご講演を

いただいた。その後、当会議所の本年度の交通安全

への取り組みについて、事務局より報告を行った。

平成26年上半期の交通事故発生状況は、発生件数

は前年比8.5％減の27万7,591件、死者数は前年比

3.9％減の1,925人と減少している。上半期の交通事

故死者数が前年を下回ったのは、平成24年以来２年

振りとなる。しかし、交通事故情勢は高齢者の事故

が過半数を占め、飲酒運転や危険ドラッグによる悲

惨な事故も後を絶たず、依然として厳しい状況であ

ると認識している。

政府としては、平成27年までに交通事故死者数を

3,000人以下とし、世界一安全な道路交通を実現する

という大きな目標を立てている。皆さまをはじめと

する関係団体と連携しながら目標達成に向け鋭意取

り組んでまいりたいと考えている。しかしながら、

昨年１年間の交通事故死者数は4,000人を超え、目標

達成は非常に厳しい状況であるが、達成に向けてま

い進していきたいと考えている。

続いて、交通事故死者数の推移（年別）をみると、

着実に減少していることがわかる。この理由は、道

路交通環境の整備、交通安全思想の普及、安全運転

の確保、車両の安全性の確保、道路交通秩序の維持、

救助救急体制の整備などの交通安全基本計画に基づ

く諸対策を総合的に推進してきたものであるが、そ

の中でも、定量的に説明できる例として、シートベ

ルトの着用率の向上や事故直前の車両速度の低下、

そして飲酒運転の厳罰化による成果があるものと推

定される。

かつて、「交通戦争」と言われる時代があったが、

過去最悪の時である昭和45年の交通事故死者数１万

6,765人と比べると、現在は4,000人台であるという

のは、着実に交通安全の取り組みの成果が上がって

いる証左ではないかと思っている。一方で平成20年

以降、交通事故死者数の減少率が鈍化している。こ

れは、高齢者人口の増加や、シートベルトやエアバ

ッグの装着率が頭打ちになっていること、飲酒運転

による交通事故の減少幅が縮小しているなどが、理

由として考えられる。

続いて、月別交通事故死者数の推移をみると、今

年は昨年や過去10年間の平均に比べ減少している。

７月の325人（前年比－６人）から８月は302人（前

年比－71人）へと減少した。８月は夏休みや行楽シ

ーズンなどが重なり、他の月より増加する傾向があ

るが、今年の減少の理由としては、８月は雨が多く

天候不順により観光や外出の減少が原因の一つでは

ないかと思う。

しかしながら、秋口から夕暮れ時から日没までの

日

１．平成26年上半期の交通事故状況について

【ご講演要旨】

「「平成平成２６年上半期の交通事故状況年上半期の交通事故状況」についてについて「平成２６年上半期の交通事故状況」について
警察庁交通局の下村警視がご講演警察庁交通局の下村警視がご講演警察庁交通局の下村警視がご講演

第第1回第1回交通安全委員会開催交通安全委員会開催交通安全委員会開催
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時間が急激に早まる時期であるため、例年この時期

から年末にかけ交通事故の死者数が増加していく傾

向にある。また、夕暮れから日没にかけては、経済

活動や社会活動も活発になるため、人とクルマの動

きが重なり合う時間帯でもあり、さらに暗くなるこ

とで視認性が低下し交通事故が増加するものと考え

られる。こうした中で、反射材用品の着用推進や、

自転車・自動車の前照灯の早めの点灯が非常に有効

な対策である。

続いて、年齢層別死者の状況と特徴をみると、65

歳以上の高齢者の死者が一番多く、994人と全体の

死者数の51.6％を占める。続いて、50代、40代が多

い。前年同期比で高齢者の死者数は50人減少した。

人口10万人当たりの死者数でも65歳以上では3.12人

と他の年齢層の平均0.98人に比べ約3.2倍多くなって

いる。

次に、状態別死者の状況と特徴は、自動車乗車中、

歩行中というのが他の状態に比べ多い。自動車乗車

中は着実に減少してきているが、歩行中は、それほ

ど減少していない。自動車乗車中と歩行中で、全体

の交通事故死者数の約７割となるので、これらに対

する安全対策が重要である。

次にシートベルトの着用状況による致死率をみる

と、運転席では着用していない場合は平成25年中の

数値では、9.09％と着用している場合に比べ60倍も

高くなっている。全体では非着用は着用の15倍も高

くなっている。

自動車乗車中の死者数をシートベルト着用有無別

にみた場合、着用350人（構成率50.8％）、非着用316

人で（同45.9％）となっている。前年と比較すると、

非着用死者数はやや減少している。

シートベルトの着用者率（シートベルト着用死傷

者数÷死傷者数全体）では、運転席が98.2％、助手

席は97.0％、後部座席が59.7％となっている。なお、

毎年JAFと警察庁合同でシートベルトの着用率を調

査していが、一般道路の着用率では、運転席は平成

25年調査で98.0％、助手席は93.9％、後部座席は

35.1％となっている。昭和60年から高速道路でのシ

ートベルト着用が義務化され、平成４年からは一般

道路も義務化され、着実に着用率は上がってきてい

るが、特に一般道路では、後部座席の着用率はかな

り低く、着用を励行する啓発が必要である。

年齢層別・状態別死者の状況は、全体では、自動

二輪車乗車中以外全ての状態で高齢者が最多となっ

ている。高齢者の死者数を状態別に見ると、特に歩

行中及び自動車乗車中が高くなっている。

次に高齢者の状態別死者数の推移を見ると、歩行

中が489人と一番多く、次いで自動車乗車中、自転

車乗車中の順になっている。死傷者数全体に占める

高齢者の割合を状態別に見ると、歩行中死傷者では

全体の70.2％、自転車では59.0％となっている。

高齢者の歩行中・自転車乗車中の事故を詳しく見

ると、歩行中は女性の割合が58.3％と高い一方、自

転車乗車中では逆に男性が63.4％と高くなっている。

さらに免許の有無が高齢者の交通事故死者数にどう

いう影響があるかをみると、免許なしの構成率が、

歩行中と自転車乗車中ともに免許ありよりも高くな

っている。免許なしでは、免許更新時の講習を受け

ることもなく、また、日頃からクルマを運転しない

が故に安全への意識が積み重なっていないのが結果

に表れているのではないかと思われる。

自動車乗車中の年齢別死者数の推移をみると、65

歳以上の高齢者が５分の２以上を占めている。自転

車乗車中の年齢別死者数の推移をみても、高齢者が

６割と圧倒的に多く、次いで50代、60代前半となる。

次に昼夜別死亡事故の状況と特徴では、ほとんど

昼間と夜間の死亡事故件数は変わらない。前年同期

と比較すると昼間（945件　前年比－80件）が減少

する一方、夜間（938件　前年比＋12件）が増えて

いる。かつては、夜間の事故件数が昼間より多い傾

向にあったが、最近は、夜間に多い車両の単独事故

や飲酒運転事故が減っており、これが夜間の事故の

減少の一因と考えられる。

次に昼夜別死亡事故の状況と特徴をみると、昼間

は自動車乗車中の事故が多く、夜は歩行中の事故が

多くなっている。夜間は人対車両の交通事故が多い。

さらに、人口に占める高齢者の割合が増えており、

夜間の歩行中の事故が増える原因となっていると考

えられる。また、若者の人口減少やクルマ離れなど

も、夜間での若者の車両単独事故が減少している理

由のひとつと思われる。

夜間の特徴は、周囲が暗く見通しが非常に悪く、

クルマのヘッドライトによっても歩行者を捉えるの

がなかなか難しい。こうしたことからも、夜間の歩

行者や自転車利用者を守るために、ドライバーから

早めに認知してもらえるよう反射材の活用は非常に
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重要である。

次に昼間年齢層別・状態別死者の状況を見てみる

と65歳以上の自動車乗車中と歩行中が非常に高い。

また、15歳以下の歩行中も少し多くなる。夜間年齢

層別・状態別死者の状況では、65歳以上の歩行中が

目立って多くなっている。夜間は、歩行者の側に立

つとドライバーが自分の存在に気付いてくれている

のではないかと思いがちであり、ドライバー側にと

っても、スピードを緩めなくても歩行者が自分の存

在に気付いてくれるという思い込みがある。また、

高齢者の致死率が他の年齢に比べ6.6倍高く、一旦事

故に遭うと死に至りやすい。

次に法令違反別の状況と特徴では、一番多いのが

漫然運転、次に脇見運転、そして運転操作不適の順

になっている。法令違反別死亡事故件数を高齢運転

者と高齢者以外の運転者で分けてみると、漫然運転、

脇見運転は共に多いが、高齢者では運転操作不適が

非常に多くなっている。高齢者は加齢や病気などに

より心身機能が低下する。通常、危険と判断すると

ブレーキを踏む動作が行われるが、高齢になると遅

れたり、もたついたりしてしまう。

次に飲酒別死亡事故件数は、「飲酒あり」が120件

となっている。ここ十数年飲酒運転に対する行政の

対応は非常に厳しいものになってきている。平成13

年は危険運転致傷罪が新設され、本年５月には自動

車運転致死行為処罰法が制定され飲酒運転に対する

厳罰化がなされてきている。また、ハンドルキーパ

ーを決めたり運転代行を利用したり、あるいは飲酒

運転をして事故を起こすと懲戒免職になるなど厳し

い社会的制裁を受けることなどが国民の間に浸透し

てきているのではないかと思う。

しかしならが、平成20年以降は飲酒ありの死亡事

故件数の減少が鈍化してきている。これは厳罰化に

よる効果が一巡したものと言えるかもしれないが、

今後は一人ひとりのドライバー自身が飲酒運転根絶

に向け強い意志を持っていただくことが非常に大事

である。

次に危険認知速度別死亡事故件数の推移につい

て、平成16年を100とした指数でみると、確実に全

ての認知速度で減少している。前年同期比では、時

速30㎞以下が減少し、時速80㎞超が少し増加した。

クルマ社会の成熟や教育による運転者の安全意識の

向上が危険認知速度の低下に表れている。この速度

が下がっているというのはドライバー自身が事故の

発生しやすい交通状況下では速度を低下させて気を

付けて運転していることの表れだと思われる。

次に、高速道路における死亡事故件数は、近年横

ばいで推移し、上半期で89件となっている。

以上、平成26年上半期の交通事故の状況を説明し

た後、「秋の全国交通安全運動」展開にあたっての

重点施策などの解説を行った。

最後に、下村警視は、今後の交通安全の喫緊の課

題である高齢者交通安全啓発の状況を説明し、理解

と協力を呼び掛けてご講演を終えた。

日本自動車会議所の平成26年度の活動として、従

来の「後席シートベルトの着用推進」と「飲酒運転

の根絶」に、新たに「高齢者の交通安全啓発」を加

え展開を進めてきたことを報告した。

具体的な事例として、高齢者視野疑似体験などを

加えた「交通安全。アクション2014」開催や、「後

席シートベルト着用推進」のチラシ・ポスター展開、

高齢歩行者を意識した反射材付エコバッグ配布の街

頭活動、「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」

や「シートベルト・着装推進協議会」への参画・協

賛、クイックアームを活用した全国自動車会議所の

交通安全活動への支援などが事務局より報告され

た。また、秋の全国交通安全運動の期間中には、

「後席シートベルト着用推進街頭キャンペーン（東

北自動車道羽生パーキングエリア）」と「日本自動

車会館交通安全キャンペーン」を実施することも報

告された。

下期は、今回新たに開始する「高齢者交通安全チ

ラシ・ポスター」展開や「飲酒運転根絶新宿キャン

ペーン」の実施、「交通安全。アクション2014」の

企画提案などの事業計画が提案・承認され、委員会

を終了した。

２．日本自動車会議所の交通安全活動について
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本自動車会館の入館法人で構成する「日本自

動車会館運営委員会」は、9月21日から30日

までの「秋の全国交通安全運動」期間にあわせ、

「日本自動車会館交通安全キャンペーン」を開催し

た。このキャンペーンは、日本自動車会館の社会貢

献活動の一環として、会館が開設された2004年以来、

毎年実施しており、今回で11回目の開催。イベント

日の25日には、近隣の御成門小学校の1年生を招待

して交通安全教室を開くなど、会館内外の関係者や

地域の方々の交通安全意識の高揚を目指して多彩な

催しを行い、賑やかな1日となった。

会館運営委員会では、このキャンペーンにあわせ

て、毎年、「交通安全ポスター原画コンテスト」を

実施しており、秋の全国交通安全運動に先駆けて、

９月10日から会館１階のエントランスホールに全応

募作品を展示。館内関係者や来館者らによる人気投

票を実施しており、この光景が初秋の会館の風物詩

となっている。人気投票の結果を参考に会館運営委

員会が入賞作品を選定し、イベント日には表彰式も

行われる。

今年はイベント日を25日とし、地域との交流や社

会貢献活動の一環として、今年も近隣の御成門小学

校の児童を招待。盲導犬と一緒に学ぶ交通安全教室

（協力：日本盲導犬協会、日本自動車販売協会連合

会）と、クルマの死角の勉強会（協力：日本自動車

連盟）を開催し、１年生約60人が楽しみながら交通

安全のポイントを学んだ。

また、恒例となった交通安全ポスター原画コンテ

ストの表彰式も行われ、今回は全38作品の中から６

作品が入賞した。最優秀賞に輝いたのは、山形県在

住のデザイナー、石山憲明さん。表彰式では、受賞

者それぞれに賞状と副賞の奨学金が贈られた後、制

作者自らによるプレゼンテーションが行われた。な

お、今回は小学生以下を対象にした「児童奨励賞」

に５作品が選ばれ、それぞれの児童に記念品が贈ら

れた。

コンテスト表彰式に続き、会館開設10周年記念事

日

クルマの死角の勉強会で、どこが運転席から見えないのか
を体験する子どもたち

「「第１１１１回日本自動車会館交通安全キャンペーン回日本自動車会館交通安全キャンペーン」開催開催「第１１回日本自動車会館交通安全キャンペーン」開催

イベント日の９月イベント日の９月2525日に日に
御成門小学校の児童を招待御成門小学校の児童を招待
イベント日の９月25日に
御成門小学校の児童を招待

交通安全教室や表彰式交通安全教室や表彰式、講演会など多彩な催しで賑わう講演会など多彩な催しで賑わう交通安全教室や表彰式、講演会など多彩な催しで賑わう

盲導犬が盲導犬が“お仕事お仕事”をする様子を興味深そうに見守る子どもたちをする様子を興味深そうに見守る子どもたち盲導犬が“お仕事”をする様子を興味深そうに見守る子どもたち
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業として会館運営委員会が企画した「夢のクルマ」

絵画コンクールの表彰式も行われ、最優秀作品を描

いた、御成門小学校５年生の田村徳啓さん本人が出

席。３Dプリンターで造形化されたフィギュアと賞

状が贈呈され、田村さんが「この賞がとれて、とて

も嬉しい」と述べると、会場から大きな拍手が響き

渡った。

最後に、日本自動車研究所（JARI）研究主幹／

渉外広報室長の桜井実氏を講師に迎え、「JARIの交

通安全研究」と題した交通安全講演会が行われた。

桜井氏は、まずJARIのあゆみと事業内容を紹介し

た後、「安全研究の取り組み」、「安全な車選びと安

全意識」の２つのテーマについて、映像を交えなが

ら講演した。

ドライビングシミュレーターや模擬街路、ARV

（拡張現実実験車）、世界最大級の衝突試験場など

JARIの施設と最新技術を駆使した研究や取り組み

が分かりやすく紹介されたほか、自動車アセスメン

トではどんな衝突試験をやっているかなどを説明。

桜井氏は、「クルマを選ぶ際、安全を最優先に考えて

ほしい」と述べる一方、「どんなに安全なクルマに

乗っていても、シートベルトをしていないと、安全

なクルマの効果を何も発揮できません」と話し、全

席シートベルトの着用を強く訴えて講演を終えた。
交通安全講演会。写真円内が講師を務めた、JARI研究主
幹／渉外広報室長の桜井実氏

「夢のクルマ」絵画コンクールで最優秀賞を受賞した、御
成門小学校５年生の田村徳啓さん。机の上にあるのが、受
賞作品が３Dプリンターで造形化されたフィギュア

田村さんの作品「水陸飛行犬型車」（上）とフィギュア（下）
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自分の作品の前で記念撮影をする受賞者のみなさん 表彰式で作品のコンセプトを語る、優秀賞を受賞した竹永絵里さん
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本自動車会議所は9月4日～5日、「平成26年

度国内施設視察会」を実施した。今回は、現

在注目を集めている「自動運転車」の研究開発や、

自動車メーカーのモノづくり、「スマートコミュニ

ティプロジェクト」における取り組みの現場を中心

に、復興支援の一助も兼ね、宮城県・岩手県を訪問

した。視察先は、宮城県多賀城市の「東北大学未来

科学技術共同研究センター」、宮城県大衡村の「ト

ヨタ自動車東日本とスマートコミュニティプロジェ

クト」で、JR気仙沼線E－BRT及び三陸鉄道南リ

アス線への体験乗車も行った。

【第1日目】

集合場所のJR仙台駅で合流した一行は、最初の視

察地である「東北大学未来科学技術共同研究センタ

ー」に向かった。到着後まず、センターの概要説明

を受け、その後、個々の研究内容の詳細を視察した。

昼食後、第二仙台北部中核工業団地に位置する「ト

ヨタ自動車東日本㈱大衡工場」を視察した後、隣接

の「ベジ・ドリーム栗原」にて、トヨタ自動車東日本

での廃熱を蓄熱し温水暖房用に活用したパプリカ生

産の現場を視察。宿泊先へ向かう途中、震災の記憶

をとどめる、南三陸町「防災対策庁舎」にて、震災よ

り３年半たった現況を視察し、宿泊先に到着した。

◇東北大学未来科学技術共同研究センター

同センターに所属する「次世代移動体システム研

究会」は、東北大学が保有する様々な要素技術を融

合することにより、環境と安全に配慮した次世代の

移動体研究とそのシステムを社会に提案することを

目的として発足したもの。研究会の実証研究活動は、

平成22年度東北大学重点戦略支援プロジェクトに採

択され、大学本部より５年間の活動支援を受けてい

る。さらに平成23年度補正予算（経産省）、24・25

年度予算（文化庁、経産省）などを受け、震災復興

支援の産学官連携拠点として、「みやぎ復興パーク」

の名前で活動が進められている。

※みやぎ復興パーク＝「多賀城ソニーテクノロジーセンタ

ー」の研究開発、生産工場を、地元企業・自治体・学術

機関等との復興領域として地域に提供、東北経済連合会

が事務局となり推進。建物スペース39,000裃。

具体的な実験研究プロジェクトとしては、電気自

動車（EV）を用いた、新しい街作りと地域産業の

早期復興に貢献する新地域交通システムの開発に取

り組んでいる。本プロジェクトの一つでは、給電エ

リアにクルマが進入するだけで充電が開始され、人

が介在することのない非常に安全な充電システムで

あるEVへの非接触送電システムの開発が進められ

ている。

また、次世代モビリティのためのドライバー行動

計測と解析に関するプロジェクトでは、地震の揺れ

を体験できる東北地方初の動揺装置を搭載したドラ

日

（宮城県大衡村）（宮城県大衡村）

（宮城県多賀城市）（宮城県多賀城市）（宮城県多賀城市）「東北大学未来科学技術共同研究センター東北大学未来科学技術共同研究センター」　　　　　」　　　　　
「トヨタ自動車東日本トヨタ自動車東日本」　　　　　」　　　　　を視察を視察

「東北大学未来科学技術共同研究センター」　　　　　
「トヨタ自動車東日本」　　　　　を視察（宮城県大衡村）

ＪＲ気仙沼線ＪＲ気仙沼線e－Ｂ－ＢＲＴ及び三陸鉄道南リアス線に体験乗車及び三陸鉄道南リアス線に体験乗車ＪＲ気仙沼線e－ＢＲＴ及び三陸鉄道南リアス線に体験乗車

平成２６年度国内施設視察会平成２６年度国内施設視察会平成２６年度国内施設視察会

東北大学「次世代移動体システム研究会」から説明を受ける視察団



平成26年10月10日（第861号） 自動車会議所ニュース

― 15 ―

イビングシミュレーターを設置。これを活用し、現

実に限りなく近い環境の下で、人間・車両・インフ

ラの三要素を同時に評価し、新たな街作りや交通環

境に向けた課題の解決に役立てられている。実際に

シミュレーターに試乗した感想を聞くと、「まるで、

実車に乗って地震発生時の街中を走行しているよう

だ」との感想が多く聞かれ、大変貴重な体験となっ

た。

また、昨年末に安倍総理も体験した小型電気自動

車に視察会参加者が試乗するとともに、その後自動

運転車のデモ走行も視察した。併せて、開発中の３

Dプリンターの説明もあり、非常に精密にコピーさ

れた製作物に参加者も感心の様子であった。最後に

意見交換を行い、センターを後にした。

◇トヨタ自動車東日本

到着した一行は、まずトヨタ東日本学園の講堂で、

会社と工場施設の概要説明を受けた後、工場の生産

車等が展示されている「結（ゆい）ギャラリー」を

視察した。会社概要説明では、「2012年４月に合併

し発足した新会社として、自動車事業、社会貢献、

F－グリッド構想の三つの柱を持って取り組み、東

北の地で世界一の競争力を持つ魅力あるコンパクト

車を作ることを目指している」との会社理念の説明

を受けた。

自動車事業においては、「コンパクト」「フレキシ

ブル」「ファーム」の三つのコンセプトを掲げて取

り組んでおり、例えば「コンパクト」では、生産ラ

インをボディ吊り下げ方式から自立式に改めること

で、投資やエネルギーの効率化や耐震性の向上を進

め、容積で30％の削減等を達成している。また「フ

レシキブル」では、床置きとなる自立式ラインのメ

リットで、生産内容が変更になっても容易にライン

変更をすることができ、工期の短縮にもつなげるこ

とが可能となった。

実際の工場見学では、バスで工場敷地内を移動し、

最新の自動車組み立てラインや、ロボットが作業す

るシャシー溶接や自立式ライン上での車両組み付け

の様子を見学した。同社が併設している、企業内訓

練校「東日本学園」は、「モノづくり」「マネジメン

ト」「信頼」を柱に訓練生を１年間かけて育成して

おり、定員30名のうち５名は地元企業からも受け入

れている。

EV非接触送電システム車を視察する一行 クルマにおける地震の揺れを体験できるドライビングシミ
ュレーター

東北大学「次世代移動体システム研究会」にて トヨタ自動車東日本「結ギャラリー」にて記念撮影
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◇ベジ・ドリーム栗原

続いて、隣接の植物生産工場である「ベジ・ドリ

ーム栗原」の視察を行った。同社の事業は、大衡村

のスマートコミュニティプロジェクトの一環として

進められており、トヨタ自動車東日本と豊田通商が

連携し、温室・減農薬による「パプリカ」の栽培が

行われている。温室の熱源はトヨタ自動車東日本の

工場の排熱利用となっており、また水は雨水タンク

から供給されているため、超省エネ生産、競争力の

ある農業を実現している。

【第2日目】

宿泊地の南三陸町を出発し、JR東日本・気仙沼線

「BRT」乗車と第三セクターである「三陸鉄道南リ

アス線」の乗車に向け北上した。バス車中より高台

へのかさ上げ造成工事を左右に見ながら移動、造成

地の巨大な重機の間から「奇跡の一本松」も見るこ

とができた。

◇JR東日本気仙沼線

JR東日本気仙沼線の本吉駅よりBRT（バス・ラ

ピッド・トランジット）に乗車し気仙沼駅へ向かっ

た。このルートは、震災時に流されなかった鉄路の

一部を舗装しBRT専用道に変え運行されている。実

際乗車したBRTは、途中一般道と並走しているが、

専用道を走行するBRTは、一般道の渋滞を横目に、

定時に気仙沼駅へ到着した。

今回乗車したe－BRTは電気モーター駆動のバス

で、通常のバスより発進加速の良さが感じられ、走

行音もモーター駆動により低く抑えられている。ま

たこのバスは１日１往復しており、ディーゼルバス

と比べ、１年間で杉の木188本分のCO2が削減され

ている。電気は容量が小型電気自動車の約2.5台分に

相当するリチウムイオン電池に蓄えられ、片道22㎞

の本吉～気仙沼間を走行。車内では、e－BRTの仕

組みや走行状態をモニターで確認でき、自由に使え

るモバイルコンセントや車外には災害時供給用の

100Vコンセントも装備されている。また、専用道

から一般道に入る数カ所に、BRT専用道路側に遮断

機があり、一般車が間違えて侵入しないような対策

がとられていた。

◇三陸鉄道南リアス線

続いて、三陸鉄道に乗車するため、バスは盛（さ

かり）駅に向かい、途中、「奇跡の一本松」をバス

車中より垣間見ることができた。復興現場の中で、

巨大重機に囲まれている姿は、まさに復興のシンボ

ルと映った。

定刻通りに「三陸鉄道南リアス線」盛駅を発車、

終点の「釜石駅」に向かった。乗車した車両は、震

災当日、トンネルを走行中に震災に会い、他の車両

が被災した中で３カ月半後に無事脱出した車両との

ことであった。車内では、地元の方々が作ったここ

でしか買えない手作りお土産などが販売され、復興

の一助にもと、参加者はめいめいに買い求めていた。

途中、吉浜駅付近にて車内放送で、「あまり知ら

れていない」としながら「奇跡の１本ポプラ」が紹

介された。このポプラの木は、過去３回の大津波

（明治29年・昭和８年・平成11年）を乗り越えて今

も成長を続け、地区のシンボルとなっているとのこ

と。そんな中、美しいリアス海岸を見ながら一行は、

釜石駅へ到着した。

バスへ乗り換えた一行は、遠野市を経由し花巻に

向かい、途中立ち寄った「とおの物語の館」にて、

語り部による昔話を聞くこともできた。

以上で今回の視察を終えた一行は、新花巻駅に到

着し、全ての行程を終了した。

震
災
よ
り
３
年
半
が
経
っ
た
「
防
災
対
策
庁
舎
」

を
視
察
（
南
三
陸
町
）

JR気仙沼線でe－BRT 電気モーター駆動バスに体験試乗
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本自動車会議所は9月18日、東京・港区の日

本自動車会館「くるまプラザ」会議室で第

207回会員研修会を開催し、セグウェイジャパン株

式会社取締役の秋元大氏が、「パーソナル･モビリテ

ィ･ビークルの今後の展望」と題して講演した。立

乗り電動二輪車については、現在、わが国では道路

交通法により公道を走ることができないなどの課題

も含め、パーソナル･モビリティ･ビークルの普及に

向けた取り組みと可能性について論じた。氏は、セ

グウェイジャパンの設立人の一人であり、現在は取

締役営業部長である。また、今回はこの機会を捉え、

同社にご協力をいただき、講演に併せてセグウェイ

の試乗会も行った。参加者は約80名。

【講演要旨】

１．セグウェイの概要と特徴

セグウェイは米本社で発売以来、約10年間で世界

市場での累積販売台数は約10万台、製造拠点は米本

社である。セグウェイの魅力は、歩いている感覚の延

長で乗れることであり、操作の簡便さで例えるなら

パソコンのマウスみたいなものである。いちいちマ

ウスの手元を確認しながら操作する人はいない。身

体感覚に近い乗り物という意味では、乗馬に近い。

セグウェイが身体感覚に近い乗り物として操作で

きる秘密は、独自の安定システムにある。人間のバ

ランス感覚を司る内耳器官に似た機構により、乗っ

ている人の傾きを計算し、車体をつねに垂直に保つ。

２つのセンサーと５つのジャイロ（角度検出器）か

らの情報を１秒間に計算処理する回数は100回。こ

の高度な技術によって、乗っている人は「行きたい」

と思った方向へ自由に移動したり曲がったりするこ

とができる。

スムーズな動きは、電気動力だからこそ可能とな

った技術。まさに電気が実現してくれたすばらしい

乗り物である。最高時速は約20㎞。立って走行する

セグウェイは、時速20㎞も出せば相当スピードが出

ていると感じられる。フル充電で走行できる距離は

約40㎞（充電の電気料金は20～30円）。足元に設置

されている差し込み口に、一般家庭で使う電源ケー

ブルをつなぐだけで手軽に充電できる。また、キー

を兼ねたコントローラは取り外し可能で、遠隔操作

でロックできる。

セグウェイは、点から点へ移動する手段というよ

り、移動そのものを楽しむツール。例えばパリの観

光でセグウェイに乗った人は、セグウェイのファン

になるのはもちろんのこと、パリがますます好きに

なったと言われる。これこそセグウェイの本質を語

っている。

セグウェイは身体感覚で乗りこなせるので、クル

マやバイクと違い、運転操作に特別な意識を払う必

要がない。これによって、気持ちにゆとりが生まれ、

周りに気を配り、互いに思いやるようになる。すれ

違う時にも、ごく自然にコミュニケーションが生ま

れたりもする。電気動力によって実現される走行時

の排ガスがゼロという環境へのやさしさも大きな魅

力。残念ながら日本の法律はまだ公道での走行を認

日

パーソナルパーソナル･モビリティモビリティ･ビークルの今後の展望ビークルの今後の展望パーソナル･モビリティ･ビークルの今後の展望
立ち乗り電動二輪車の講演と試乗立ち乗り電動二輪車の講演と試乗立ち乗り電動二輪車の講演と試乗

セグウェイジャパン株式会社取締役セグウェイジャパン株式会社取締役セグウェイジャパン株式会社取締役秋元秋元 大氏が講演大氏が講演秋元 大氏が講演

第２０７回第２０７回第２０７回会員研修会開催会員研修会開催会員研修会開催
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めていないが、欧米並みの規制緩和が進むよう尽力

している。

２．セグウェイの市場

国内価格はベーシックモデルで約83万円。販売先

は個人利用ではなく、業務用が主体。主要マーケッ

トは、大きく２つある。ひとつは、警備用。世界の

主要空港や大型ショッピングモールの警備で使われ

ており、日本では現在、成田空港と中部国際空港に

配備されている。もうひとつは観光ツアー用。移動

すること自体が楽しく、風を感じられることが好評。

さらに、観光スポット間の移動中にガイドが効率的

に説明できることも評価されている。

9.11の同時多発テロ以降、アメリカで警察官の離

職率が増加した。機動性に優れ、歩行と変わらず

隅々まで巡視できるという利点に着目して、警察官

にセグウェイを与えたところ、離職率が劇的に低下

した。またセグウェイに乗っていると住民から声を

かけられるようになり、視認性もアップしたことか

ら軽犯罪が減るという効果も生み出した。

観光地での移動手段については、海外では公道走

行ができるので、都心部を２時間程度かけてガイド

付きツアーをするなど多く利用されている。国内で

は、私有地の活用になるが、沖縄や長崎、北海道な

どでセグウェイに乗ったガイド付きツアーを実施し

ている。歩く負担もなく、大自然を満喫できるツア

ーはいつも満員で大人気になっている。

こうした人気者のセグウェイをさらに普及させる

べく、公道（歩道）走行できるように国に働きかけて

いる。特に地方行政と共に防犯パトロールやセグウ

ェイツアーの公道走行実験を行うなど積極的に働き

かけているところ。現状では道路交通法に適した規

格でないため、公道での走行は原則禁止されている。

そこで立乗り型パーソナル･モビリティ･ビークル

を公共の場で走らせる際の課題などを探り普及の足

がかりにしようと、茨城県つくば市と共に特区構想

に名乗りをあげた。つくば市が2010年に「つくばモ

ビリティロボット実験特区」の認定を受け、公道で

の通勤実験が開始された。現在、同市内でセグウェ

イに乗るためには、16歳以上で普通自動車免許か普

通自動２輪免許を所持していることが必須条件とな

っている。また、同市で本年６月から開始したセグ

ウェイツアーは、すでに９～10月まで予約が一杯と

なっており、セグウェイ人気の高さを物語っている。

セグウェイに乗って講演する講師の秋元氏

講師を務めた秋元氏の誘導でスムーズにスタートする参加
者。まだ試乗していない参加者が興味深く見守る

秋元氏の「ストップ」の合図で停止。足元にもハンドルバ
ーにもブレーキがないため、止まりたいところで止まるの
が意外に難しい
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３．規制緩和に向けて

新産業を創出するときには、規制や法律の壁にぶ

つかることが多々ある。セグウェイが公道を走行で

きないことは普及のための大きな課題。現在、各地

方自治体と共に特区申請を増やそうと努力している

が、こうした特区内での規制緩和も実は進んでいな

い。現状、実験をするには警察への届け出が必要な

ことに加え、実験中は保安要員として最低１人の同

伴が必要。さらに、走行は幅員３m以上の歩道に限

られる。このため自由な実験ができず、普及に相当

な時間がかかることになってしまう。

例えば、つくば特区の立ち上がり当初は横断歩道

での走行が禁止され、なんと降車して移動していた。

横断歩道は車道との認識からだ。横断歩道を走行で

きるようになったのは2013年から。提言から実現ま

でに約２年を要した。先進国でセグウェイを公道で

利用できないのは、日本と英国くらいである。海外

ではすでに多くの国でセグウェイツアーなどが事業

化されている。現状の規制が続くと普及が進まない。

実用化に向けて各国が取り組んでいる自動運転車で

も同様のことが起こるのではないかと危惧する。

４．パーソナル･モビリティ･ビークルの今後の展望

セグウェイなどのパーソナル･モビリティ･ビーク

ルの普及は今後本格的な市場拡大に向かうと予測さ

れており、自動車メーカー各社は、こうした車両の

開発を進めている。われわれとしては、もともとIT

産業に従事していたので、サービスを創出すること

を常に考えている。セグウェイ普及についても利便

性の追求だけではなく、自然と笑顔が出てしまう乗

り物としての普及のあり方を追求していきたい。今

までのクルマ重視社会から、それぞれのシーンや目

的に合った移動手段を選べる街づくりを考えること

も大切であると考える。

日本の自動車メーカーは長いバリューチェーンの

中で卓越した「モノづくり」を続けてきたが、今後

はそうはいかない。例えば電気自動車はデバイスと

それらを制御するシステムの付加価値が自動車全体

の中で大きな比率を占めるようになった。その領域

は効率を競ってきたモノづくりの領域とは大きく異

なる。アメリカは今やIT企業がクルマを作る時代に

なった。データーセンターと移動体（自動車）間を

常に通信で結び、様々なサービスを展開するためIT

企業が自ら自動車メーカーになり、まさに今までの

常識を変えようとしている。今後は大手のスマート

フォンメーカーが行ったように、技術とデバイス調

達を同時に獲得するようなケースも出てくると見て

いる。こうした競争が進めば、技術の目利きや組み

合わせのセンスが大きく問われることになる。こう

した点で後れを取ったため日本の電機産業は世界の

デバイス産業で優位性を失った。さらに電気自動車

なら新興国でも簡単に安く組み立てられる。新興国

の自動車メーカーが日本の自動車産業にとって直ぐ

に脅威になることはないであろうが、エネルギー需

給も含めて大きなパラダイムシフトが起きた場合へ

の備えは怠ってはならないと考える。

講演終了後、参加者はセグウェイの操作方法につ

いての指導を受けながら、セグウェイに乗って移動

する楽しさを実感していた。

試乗に慣れて余裕が出てくると、思わず「セグウェイ・ス
マイル」がこぼれる参加者も

多くの参加者が初めての乗り物に期待感と緊張感を持って
試乗した
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京都など首都圏の9都県市は11月、日本自動
車連盟（JAF）や自動車教習所と連携してエ

コドライブ講習会を開催する。
この講習会は、９都県市（埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま

市、相模原市）が開催するもので、「燃費改善のコ

ツ、個別指導します」というのがスローガン。環境

に優しいエコドライブは、地球温暖化対策や大気汚

染防止にも役立つだけでなく、安全運転や燃費改善

にも貢献するからだ。

今回の講習会開催地は、さいたま市、神奈川県座

間市、千葉県八千代市、東京都東久留米市の４カ所

で、受講者が燃費測定機と分析ソフトを利用するこ

とで、二酸化炭素の削減量と燃費改善の結果や、改

善すべき運転のくせが理解できるという。

参加希望者はファックスでJAF東京支部まで申し

込むこと（FAX. 03－5440－2563）。参加費は1,028円

（保険代、テキスト代）。

問い合わせ先は、９都県市首脳会議環境問題対策

委員会大気保全専門委員会（事務局）神奈川県環境

農政局環境部大気水質課（TEL. 045－210－4120）、

またはJAF東京支部（TEL. 03－6833－9130）まで。

〔東京都自動車会議所〕

山県自動車会議所は9月6日、富山運輸支局は
じめ3機関と自動車関係団体とともに、「第32

回自動車なんでも無料相談」及び「マイカー点検」
を高岡市下伏間江の「イオンモール高岡」の屋内外
で開催し、ユーザーの相談に対応するとともに、エ
コドライブの推進、点検整備の推進、全席シートベ
ルト着用の推進などについて、リーフレット、チラ
シ、ノベルティーを配布し、多くの買い物客に呼び
かけた。
屋内会場の相談コーナーでは、車検・整備、登録

手続き、保険・交通事故、車の売買、輸送・引越な

ど、自動車に関わるすべての相談に応じるスタッフ

をそろえて、自動車ユーザーが日頃かかえている相

談事案計18件のほか、軽微な疑問・質問にも丁寧に

対応した。

アトラクションコーナーでは、夜間視力計での測

定やPCを使用して視野・眼球動作・動体視力の検

査、よい子のエコロジー約束手形、よい子の交通安

全約束免許証の発行、ミニバルーンアートの作成配

布を行った。

さらに、日本自動車会議所の協力を得て、俊敏性

を測定する「クイックアーム」を設置したことによ

り、子どもから大人まで幅広い層に人気があり、特

に家族連れに大好評だった。

屋外会場では、シートベルトコンビンサーによる

衝突体験、マイカー点検コーナーにおいて48台の点

検を行い、点検整備の重要性や全席シートベルト着

用を呼び掛けた。

当日は、約1,000名の方々が来場し、１日を通して

賑わった。

また、当会議所は例年、各種イベントの実施にあ

わせて、「エコドライブの推進」啓発のため、会場

を訪れた相談者や自動車ユーザーなどを対象にアン

ケートを実施しており、今回のイベントでは181名

から回答が寄せられ、その中で、エコドライブの認

知度の質問では、「よく知っている、大体知ってい

る」と答えた人が合わせて78.5％、「あまり知らない」

と答えた人が21.5％、これに対して、「エコドライブ

10のすすめ」の認知度の質問では、「よく知ってい

る、半分くらい知っている」と答えた人が合わせて

30.4％、「あまり知らない」と答えた人が69.6％とな

り、これらの結果を踏まえて今後も、引き続きイベ

ントなど各種行事を通じて幅広く啓発活動を行うこ

とにしている。

エコドライブ講習会を開催
東京など９都県市

首都圏で参加者を募集

東

富

「自動車なんでも無料相談」開催「自動車なんでも無料相談」開催「自動車なんでも無料相談」開催

富山県自動車会議所富山県自動車会議所富山県自動車会議所
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山県自動車会議所は8月27日、自動車会館に
おいて、法税制・公益事業・情報委員会の合

同委員会を開催するとともに、委員会終了後施設見
学会を行った。
合同委員会は、委員長に法税制委員長である富山

トヨペット㈱の野上淑弘取締役経理部長を選出し議

事に入り、法税制関係では、平成27年度国・県予算

に対する要望事項の検討審議が行われ、課税根拠を

失った自動車関係諸税の抜本的な見直し、道路整備

計画の策定とその実現など11項目の要望事項が取り

まとめられ、国、県等の関係機関（９機関）へ提出

することを決定し、公益事業関係では、今年度実施

する交通安全活動６事業、環境保全活動６事業の具

体的な活動計画について報告し、情報関係では、国

土交通省北陸信越運輸局富山運輸支局の宮本幸弥首

席運輸企画専門官をお招きし、OSSの進捗状況等の

最新情報を聴講し、意見交換を行った。

そのほか、同運輸支局の黒田誠一首席陸運技術専

門官をお招きし、自動車点検整備の推進等について

９月10月の強化月間にあたり、その推進と取り組み

について聴講、委員会の終わりには、秋の全国交通

安全運動について、各委員の所属する団体や企業が

積極的に取り組むことを再確認し委員会を終了した。

合同委員会終了後、引き続き開催された施設見学

会では、富山県環境科学センター（射水市）を見学、

同センターの笹島武司次長から沿革、業務内容など

の説明を受けた後、県内26カ所に設置されている大

気汚染常時観測局のデータを24時間体制で収集・監

視をしている「中央監視局（テレメータシステム）」

や、衛星から環日本海地域の海洋環境に関するデー

タの収集・監視をしている「海洋環境ウォッチシス

テム」を見学、そのほか地球規模で環境汚染が懸念

されている放射線、黄砂、微小粒子状物質（PM2.5）

の観測測定装置について説明を受けながら見学した。

委員からは、「山・海など自然に恵まれた富山県

内の大気、水質環境を監視し、健康と生活を保全し

ているシステムについて、改めて認識し、大変よい

機会となった」という声が多く聞かれ、大好評の施

設見学となった。

富

日産自動車の社長・会長をはじめ、日本自動車会議

所副会長、日本自動車工業会会長、経団連副会長など

も務められた久米豊氏が９月10日、逝去された。93歳

だった。

久米氏は、自工会会長時代の平成２年６月から平成

６年５月まで当会議所副会長を務められ、副会長退任

後は顧問に就任された。日産社長在任中は、高級セダ

ン「シーマ」などのヒット商品を数多く産み出し、

「技術の日産」を世に広く知らしめた。自工会会長時

代には、日米自動車摩擦の交渉の前面に立つなど自動

車産業の発展に尽力された。

こうした実績が高く評価され、昭和61年藍綬褒章、

同年オレンジナッソー・コマンダー勲章（オランダ）、

平成３年ベルギー国王冠勲章コマンド―ル章、平成６

年アギラ・アステカ勲章（メキシコ）、同年勲一等瑞

宝章など数多くの栄誉に輝かれた。

◇◆◇◆◇

松原青美氏 首都高速道路公団元理事長

（当会議所会員元代表者）

首都高速道路株式会社の前身、首都高速道路公団で

理事長を務められた松原青美氏が９月11日、逝去され

た。82歳だった。

訃 報

日本自動車会議所顧問（元副会長）
日本自動車工業会元会長　　　　　
経団連元副会長

日産自動車の社長、会長を務められた

久米豊氏が逝去

法税制・公益事業・情報委員会の法税制・公益事業・情報委員会の
合同委員会及び施設見学会を開催合同委員会及び施設見学会を開催
法税制・公益事業・情報委員会の
合同委員会及び施設見学会を開催

富山県自動車会議所富山県自動車会議所富山県自動車会議所
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本自動車会議所は、日刊自動車新聞社との共

編による『自動車年鑑』（2014～2015年版）を

発売いたしました。

本書は、クルマと自動車産業に関するあらゆる情

報やデータ、動向などを網羅した『自動車年鑑』本

体と、約100団体とその会員企業の住所や電話番号、

代表者などを収録した別冊『The List』がセットに

なった、自動車産業全般をカバーした唯一の総合年

鑑です。

2014～2015年版は、2013年から14年にかけての国

内外の業界動向を「自動車産業日誌」、「ニューモデ

ル」などコンテンツごとに編集し、また地方に焦点

を当てた都道府県の動向もまとめています。登録・

届出台数、保有台数、生産出荷、交通、系列販売店別

戦力の比較など、自動車に関するさまざまなデータ

を収録しているだけでなく、自動車産業の最新動向

やニュース・トピックスなども取り上げています。

巻頭企画では、「燃料電池自動車時代の幕開け」

と「開発進む自動運転システム」の２テーマを取り

上げ、最もホットな自動車新技術の開発競争を展望

しました。また、好評の「ザ・ニューリーダーズ」で

は、自動車業界の団体や関連企業などの収録範囲を

大幅に広げ、延べ189人の新トップ情報を掲載。さら

に、『The List』ではFAXやHPアドレスも収録す

るなど、これまで以上に内容の充実に努めました。

自動車産業の各分野、業種動向を分析し、さまざ

まな情報を提供しております『自動車年鑑』は、自

動車ビジネスに携わる方々や研究者、行政関係者な

どの必携ツールとしてお薦めいたします。

【自動車年鑑の主な掲載項目】

≪本編≫

□巻頭特別企画

「燃料電池自動車時代の幕開け」

「開発進む自動運転システム」

□2013－2014 ニューモデル

□2013－2014 ザ・ニューリーダーズ

□物故者 2013.6－2014.7

□自動車産業日誌

□日本の自動車産業

□主要国の自動車産業

□国内自動車販売・サービス

□自動車産業と行政

≪統計・資料編≫

□国内関連データ

□国内販売・サービス

□車体・部品生産

□主要国の自動車台数統計

□諸税・道路・交通環境

【別冊「The List」の掲載項目】

約100の自動車関係団体とその会員企業の住所、

電話番号、代表者などを網羅。

体　　裁 B５判・箱入り上製本

ページ数 別冊含め約770ページ

定　　価 １部＝２万1,600円

（本体価格20,000円＋税）

送　　料 無料

お申し込みは、FAX. 03－3578－3883 またはホー

ムページ（http://www.aba-j.or.jp/order.php）から

日
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● ●２４８

あい しゃ どう

愛 車 道

ニキビが出始めた高校生のときから、ローマの

ヴァチカン美術館に行って、ミケランジェロの傑

作『システィーナ礼拝堂の天井画』を見たいと思

っていた。

ここへ来て、猫好きの配偶者がヘソクリを出す

からローマへ行こうと言い出した。何となれば、

アルジェンティーナ神殿跡という古代遺跡が猫の

コロニーとなり、捨てられたり傷ついたりした猫

がボランティアたちによって保護されているとい

う猫シェルターをテレビで目にしたことによる。

そこへ行って猫たちに触れてみたいと言うのだ。

同道するに当たり、旅行社への申し込みに始ま

る雑事の処理及び荷物持ち担当という条件が付い

たが、それくらいは辛抱しようと即座にＯＫの回

答をする。早速、旅行案内書を開いたところ、当

然のことに『コロッセオ』や『カラカラの浴場』

『トレビの泉』など、行ったからには見ておきた

いという名所・古跡が山ほどあった。

知人のアドバイスで、出掛ける前に改めて映画

「ローマの休日」のビデオを観た。そこでは、若

く美しいオードリー・ヘップバーンとハンサムな

グレゴリー・ペックがスクーターに乗って様々な

観光地を巡っていた。

羽田から15時間掛けてローマへ到着すると、何

はともあれ猫の保護所に足を運ぶ。すると、そこ

で日本人カップル

に出会った。何で

も去年訪れたのだ

が、そのときに目

にした猫にもう一

度会いたいからと

言う。＜何と世の

中には色々な人がいるものよ＞と、たまげた。

主要案件が済んだので、お目当てのヴァチカン

美術館に行き、ガイドの説明にフンフンと頷きな

がら歩いて行くと、途中の回廊から、中庭に設け

られた広い駐車場が目に入った＜写真＞。

「あれは？」とガイドに尋ねると、

「ここで働く職員たちのクルマです。ヴァチカン

市国の人口は約800人ですが、職員が約2,000人と

いうのも面白いですよね」そう言って微笑む。

ラオコーンの彫刻や見事な美術品を見学した最

終地点に礼拝堂の天井画はあった。目を見開いて

見上げると、身体中を感動が走ったのだった。

「ローマの休日」は60年以上も前の映画だけあ

って、街を走るクルマや二輪車の台数は現在とは

比べようもないほどに少ない。そうした背景があ

ったから、オードリーとペックの二人は軽快に走

っていたのだという思いが脳裏を駆け抜けた。

ともあれ、今度はパリ辺りの猫の保護所といっ

た番組がテレビ放送されれば上手いのだが。

（モーターコラムニスト　牧　博明）

日本自動車会議所会員（平成26年10月１日現在）＝順不同＝
一般社団法人 日本自動車工業会
一般社団法人 日本自動車部品工業会
一般社団法人 日本自動車車体工業会
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会
一般社団法人日本自動車販売協会連合会
い す ゞ 自 動 車 販 売 店 協 会
ト ヨ タ 自 動 車 販 売 店 協 会
日 産 自 動 車 販 売 協 会
Ｕ Ｄ ト ラ ッ ク ス 販 売 協 会
日 野 自 動 車 販 売 店 協 会
三 菱 自 動 車 販 売 協 会
三菱ふそうトラック・バス販売協会
全 国 ス バ ル 自 動 車 販 売 協 会
ダ イ ハ ツ 自 動 車 販 売 協 会
全 国 マ ツ ダ 販 売 店 協 会
全 国 フ ォ ー ド 販 売 店 協 会
ス ズ キ 自 動 車 販 売 店 協 会
ホ ン ダ 自 動 車 販 売 店 協 会
一般社団法人全国軽自動車協会連合会
日 本 自 動 車 輸 入 組 合
一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人日本自動車機械工具協会
公益社団法人 全日本トラック協会

公益社団法人 全 国 通 運 連 盟
公益社団法人 日 本 バ ス 協 会
一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会
一般社団法人 全国自家用自動車協会
一般社団法人 日本損害保険協会
石 油 連 盟
一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会
一般社団法人 全国自動車標板協議会
一般財団法人自動車検査登録情報協会
一般社団法人 全国レンタカー協会
一般社団法人 日本自動車リース協会連合会
一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会
一般社団法人 自動車公正取引協議会
全国自動車検査登録印紙売捌人協議会
一般財団法人 関東陸運振興センター
一般社団法人 東京都トラック協会
一般社団法人 神奈川県トラック協会
一般社団法人 日本道路建設業協会
一般社団法人 日 本 ゴ ム 工 業 会
一般社団法人 日 本 塗 料 工 業 会
板 硝 子 協 会
日本自動車車体整備協同組合連合会
一般社団法人 日本交通科学学会
一般社団法人 日 本 陸 送 協 会

一般社団法人 日本二輪車普及安全協会
一般財団法人 日本自動車研究所
一般社団法人 日本自動車機械器具工業会
一般財団法人 日本自動車査定協会
一般財団法人 全日本交通安全協会
公益財団法人 日本自動車教育振興財団
一般社団法人 日本鉄リサイクル工業会
全日本自動車部品卸商協同組合
ア イ ・ テ ィ ・ エ ス ジ ャ パ ン
公益社団法人 自 動 車 技 術 会
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
一般社団法人 自動車再資源化協力機構
一般社団法人 日 本 ガ ス 協 会
一般社団法人 日本自動車運行管理協会
日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会
一般社団法人 自動車用品小売業協会
一般社団法人 日本オートオークション協議会
日 本 中 古 車 輸 出 業 協 同 組 合
全国オートバイ協同組合連合会
日 中 投 資 促 進 機 構
一般社団法人 青森県自動車団体連合会
一般社団法人 岩手県自動車会議所
一般社団法人 宮城県自動車会議所
一般財団法人 秋田県全自動車協会

山 形 県 自 動 車 団 体 連 合 会
一般財団法人 福島県自動車会議所
東 京 都 自 動 車 会 議 所
一般社団法人 神奈川県自動車会議所
一般社団法人 静岡県自動車会議所
一般社団法人 愛知県自動車会議所
一般社団法人 岐阜県自動車会議所
一般社団法人 三重県自動車会議所
一般社団法人 富山県自動車会議所
一般社団法人 石川県自動車会議所
一般社団法人 福井県自動車会議所
一般社団法人 大阪自動車会議所
一般社団法人 徳島県自動車会議所
一般社団法人 香川県自動車会議所
愛 媛 県 自 動 車 会 議 所
高 知 県 自 動 車 会 議 所
一般財団法人 大分県自動車会議所

（ほかに企業会員84、推薦会員３）


